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     船舶事故調査報告書 

 

                              令和元年１０月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉    

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成３１年３月７日 ０６時３０分ごろ 

発生場所 北海道厚岸
あっけし

町大黒
だいこく

島南南東方沖 

厚岸灯台から真方位１６６°１３.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯４２°４３.４′ 東経１４４°５６.７′） 

事故の概要 漁船第伍
ご

富
とみ

丸は、大黒島南南東方沖で操業中、甲板員が負傷した。 

事故調査の経過  平成３１年３月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第伍富丸、１６０トン 

 １３２８６８、金井漁業株式会社 

 ３８.３６ｍ×７.６０ｍ×４.６１ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、９５６kＷ、平成６年２月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３０歳 

 四級海技士（航海）（履歴限定） 

免 許 年 月 日 平成２７年８月２０日 

  免 状 交 付 年 月 日 平成２９年１月１７日 

  免状有効期間満了日 令和２年８月１９日 

甲板員Ａ 男性 ５０歳  

 海技免状等 なし 

 死傷者等 重傷 １人（甲板員Ａ） 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風速 約８m/s、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

 事故の経過  本船は、船長、漁労長、甲板員Ａ及び甲板員２人（以下「甲板員

Ｂ」、「甲板員Ｃ」という。）ほか９人が乗り組み、平成３１年３月７

日００時００分ごろ大黒島南南東方沖の漁場に向けて北海道釧路市釧

路港北ふ頭東側岸壁を離岸し、０６時００分ごろ同漁場においてかけ
．．

回し式による沖合底びき網漁の操業を開始した。 

本船は、右舷船尾部から浮標（ゴム製、長さ約２.５ｍ、直径約１.

３５ｍ）を海面に投入した後、引き綱、網、引き綱の順に魚群を囲む
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ように漁具を投入してから浮標付近に向かった。（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ かけ回し式による沖合底びき網漁の状況 

 

本船は、船内に浮標を取り込む作業（以下「本件作業」という。）

を行う目的で、船長が操船を、漁労長が操業の指揮をとり、右舷船首

方の甲板上に甲板員Ａが、その船首方及び船尾方に甲板員Ｂ及び甲板

員Ｃが、それぞれ配置についた。 

本船は、浮標までの距離が約３００ｍとなったので、主機を中立運

転とし、約３ノットの対地速力の行きあしで進み、浮標付近に接近し

た後、甲板員Ａが浮標に結ばれた索に向けて投げ鉤
かぎ

（重さ約５～６kg

の金属製）を投げ入れた。（図２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２ 本事故当時の甲板員（Ａ、Ｂ、Ｃ）の配置状況 

 

甲板員Ａは、投げ鉤を投げた弾みで投げ鉤につながれて甲板上に輪

状で置かれていた‘直径約２６mm で化学繊維製のロープ’（以下「本

件ロープ」という。）の中に右足が入り、右足を輪の中から出そうと

したものの、投げ鉤が捉
とら

えた索に結ばれた浮標が船尾方に遠ざかると

ともに本件ロープが繰り出され、０６時３０分ごろ、本件ロープが張

って右足に絡まり、身体が舷外に引っ張られ、落水しないように右舷

ブルワークの縁
へり

に掴
つか

まった。 

甲板員Ｂ、甲板員Ｃ及び救助に来た乗組員３人は、甲板員Ａの身体

を押さえ、本件ロープを切断して甲板員Ａを船内に引き揚げた。 
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船長は、本事故が発生した報告を受けて漁労長に伝えた。 

船舶所有会社担当者は、漁労長から連絡を受けて救急車を要請し、

海上保安庁に本事故の発生を通報した。 

 本船は、０９時００分ごろ北ふ頭東側岸壁に着岸した。 

甲板員Ａは、救急車で市内の病院に搬送されて右腓
ひ

骨骨幹部骨折及

び右下腿
たい

コンパートメント症候群（筋区画圧迫による循環不全）と診

断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 

 

本件ロープは、本事故当時、舷外に約４～５ｍ繰り出され、甲板上

に輪状となって甲板員Ａの右足付近に置かれた後、クリートに括
くく

り付

けられてからアイプレートに結ばれていた。（写真１、写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ 甲板員Ａの本件作業の再現（船尾方から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 甲板員Ａの本件作業の再現（船首方から） 

 

甲板員Ａは、本事故当時、カッパ、ヘルメット、ゴム長靴及び救命

胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 
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 判明した事項の解析  本船が大黒島南南東方沖において本件作業中、甲板員Ａが、浮標に

結ばれた索に向かって投げ鉤を投げた際、右足が甲板上に輪状で置か

れていた本件ロープの中に入ったことから、投げ鉤が浮標に結ばれた

索を捉えた際、前進行きあしにより繰り出されていく本件ロープが張

って右足に絡まり、舷外に引っ張られたことにより負傷したものと考

えられる。 

原因  本事故は、本船が大黒島南南東方沖において本件作業中、甲板員Ａ

が、浮標に結ばれた索に向かって投げ鉤を投げた際、右足が甲板上に

輪状で置かれていた本件ロープの中に入ったため、前進行きあしによ

り繰り出されていく本件ロープに絡まり、舷外に引っ張られたことに

より発生したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・投げ鉤を投入する作業に従事する者は、投げ鉤につないだロープ

を甲板上に輪状で置く際、同ロープに足を踏み入れないよう、足

元から離すこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 
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